
 
 

事 務 連 絡 

                                                            平成３１年３月１４日 

 

 

地方運輸局自動車技術安全部管理課長 様 

四国運輸局自動車技術安全部管理業務調整官 様 

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 様 

 

 

                                            自動車局自動車情報課自動車登録管理室 

                                                                Ｏ Ｓ Ｓ 企 画 班 

 

 

自動車保有関係手続のワンストップサービスの対象手続の拡大について（周知） 

 

自動車保有関係手続のワンストップサービス（以下、ＯＳＳという。）においては、平

成２９年４月より、対象手続及び対象地域の拡大等、制度の抜本的な改善を行い、現在、

新車新規登録及び継続検査等の１３手続がＯＳＳの対象となっているところです。 

平成３１年４月１日より、下記のとおり、解体の届出等の１０手続がＯＳＳの対象とな

りますので、貴局管内の運輸支局等に周知頂くとともに、窓口申請を行っている輸出事業

者等の関係者に周知頂きますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．平成３１年４月１日からＯＳＳ申請が可能な１０手続（詳細は別紙１参照） 

 

①所有者変更記録 

②解体等届出（還付なし） 

③解体等届出（還付あり） 

④所有者変更記録解体等届出（還付なし） 

⑤所有者変更記録解体等届出（還付あり） 

⑥輸出抹消仮登録 

⑦移転輸出抹消仮登録 

⑧変更輸出抹消仮登録 

⑨輸出予定届出 

⑩所有者変更記録輸出予定届出 

 

２．１０手続について申請可能な一括利用者システム（詳細は別紙２参照） 

 

現時点において、以下の２社が提供している各システムで一括申請を可能とする予定

であり、これらシステムを活用したＯＳＳ申請が行われる予定ですのでご留意ください。

なお、これらのシステムは代理申請のみに対応しており、本人申請には対応していませ

んのでご注意ください。一括で本人申請を行う場合、対応する一括利用者システムを開

発する必要があります。一括利用者システムの開発に係る詳細は自動車登録管理室にお

問い合わせください。 

・ディーアイシージャパン株式会社（システム名：一等書記官ＯＳＳシステム） 

・ヘルムジャパン株式会社（システム名：サンブリッジ） 

 

さらに、これら１０手続きは、ＯＳＳポータルサイトを活用した申請（個別申請）には

対応していません。 



 

 

－平成３１年４月１日からＯＳＳ申請が可能な１０手続（補足）－ 

 

①所有者変更記録 

道路運送車両法第十八条（自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置）第

３項に基づき、一時抹消登録を受けた自動車の所有者の変更があった場合に受けること

ができる手続 

 

②解体等届出（還付なし） 

道路運送車両法第十六条（一時抹消登録）第２項に基づき、一時抹消登録を受けた使用

済自動車の解体を届出る手続 

 

③解体等届出（還付あり） 

道路運送車両法第十六条（一時抹消登録）第３項及び使用済自動車の再資源化等に関す

る法律の施行と同時に開始した使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度に基づ

き、一時抹消登録を受けた使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体等届

出の申請と併せて車検残存期間に相当する自動車重量税額の還付を申請する手続 

 

④所有者変更記録解体等届出（還付なし） 

①所有者変更記録と②解体等届出（還付なし）を同時に申請する手続 

 

⑤所有者変更記録解体等届出（還付あり） 

①所有者変更記録と③解体等届出（還付あり）を同時に申請する手続 

 

⑥輸出抹消仮登録 

道路運送車両法第十五条の二（輸出抹消登録）に基づき、登録自動車を本邦外に輸出す

る際に申請する手続 

 

⑦移転輸出抹消仮登録 

道路運送車両法第十三条（移転登録）と⑥輸出抹消仮登録を同時に申請する手続 

 

⑧変更輸出抹消仮登録 

道路運送車両法第十二条（変更登録）と⑥輸出抹消仮登録を同時に申請する手続 

 

⑨輸出予定届出 

道路運送車両法第十六条（一時抹消登録）第４項に基づき、一時抹消登録を受けた自動

車を本邦外に輸出する際に申請する手続 

 

⑩所有者変更記録輸出予定届出 

①所有者変更記録と⑨輸出予定届出を同時に申請する手続 
  

別紙１ 



 

 

－１０手続について申請可能な一括利用者システム（補足）－ 

 

以下の２社において、１０手続を一括でＯＳＳ申請（代理申請のみ）できるシステムを

開発中。 
※会社名の五十音順 

 

○ディーアイシージャパン株式会社（システム名：一等書記官ＯＳＳシステム） 

・ＵＲＬ：<https://www.dicjapan.co.jp/> 

・サービス提供開始予定日：平成３１年４月１日 

・取扱手続：新規検査登録（新車）／移転登録／変更登録／一時抹消登録／永久抹消登録（還付な

し）／永久抹消登録（還付あり）／新規検査登録（中古車）／継続検査／記載事項変

更／移転一時抹消登録／移転永久抹消登録（還付なし）／移転永久抹消登録（還付あ

り）／変更一時抹消登録／所有者変更記録／解体等届出（還付なし）／解体等届出

（還付あり）／所有者変更記録解体等届出（還付なし）／所有者変更記録解体等届出

（還付あり）／輸出抹消仮登録／移転輸出抹消仮登録／変更輸出抹消仮登録／輸出予

定届出／所有者変更記録輸出予定届出 

 

○ヘルムジャパン株式会社（システム名：サンブリッジ） 

・ＵＲＬ：<https://helmjapan.co.jp/> 

・サービス提供開始予定日：平成３１年４月１日 

・取扱手続：新規検査登録（新車）／移転登録／変更登録／一時抹消登録／永久抹消登録（還付な

し）／永久抹消登録（還付あり）／新規検査登録（中古車）／継続検査／記載事項変

更／移転一時抹消登録／移転永久抹消登録（還付なし）／移転永久抹消登録（還付あ

り）／変更一時抹消登録／所有者変更記録／解体等届出（還付なし）／解体等届出

（還付あり）／所有者変更記録解体等届出（還付なし）／所有者変更記録解体等届出

（還付あり）／輸出抹消仮登録／移転輸出抹消仮登録／変更輸出抹消仮登録／輸出予

定届出／所有者変更記録輸出予定届出 

 

 

以上 

別紙２ 


